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本年もよろしくお願い申し上げます

の矢となって、より力強く皆さまからいただいた声を国政の場に届けてまいる所存です。
三年目の折り返しを迎え、これまで取り組んできたカスタマーハラスメントや、年収・

扶養の壁の課題、ＵＡゼンセン加盟業種それぞれの産業政策や雇用労働政策についても、
国会全体の中で同じ課題認識、問題解決に取り組む仲間を増やし、真の政策実現となるよ
う活動を加速していかなければなりません。
労働運動の歩みを着実に進め、賃金が上がる社会の実現に向けて、これからも皆さまお

一人お一人に寄り添い、初心の「働く仲間の笑顔のために」を忘れずに全力を尽くしてま
いります。
結びに皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し上げますと共に、本年も倍旧のご指導・ご

支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
参議院議員 田村まみ

あけましてお
めでとうござい
ます。
昨年も皆さま

には、私の活動
への深いご理解
と多大なるご支
援を頂き、心よ
り感謝・御礼を
申し上げます。
昨年の参議院

議員選挙では、
茨城県選挙区か
ら堂込真紀子議
員が初当選をし、
ＵＡゼンセンに
新たな力が加わ
りました。これ
からは３人の組
織内議員が三本



LINE友達大募集！「田村まみ＠応縁団」日々の活動をご報告中
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2022年12月10日（土）第210回臨時国会最終日
旧統一教会問題、消費者契約法・悪質寄付勧誘防止法案、総理大臣への質疑と本会議登壇！！

旧統一教会問題に端を発した法案について、昨日の対政府質疑、参考人質疑に続き、本日は消費
者問題特別委員会で対総理質疑、本会議で討論に立ちました。
まず消費者契約法について岸田総理に質問。この法律は春の通常国会で改正されたばかりですが、

その際「抜本的かつ網羅的なルール設定のあり方」を今後検討することが附帯で決議されました。
これまで個々の悪徳商法に対処を繰り返してきた結果、現行制度には多くの抜け穴が指摘されてい
ます。加齢や環境変化など誰もが「ぜい弱な消費者」になりうる中、一刻も早い網羅的なルール作
りを求めました。
岸田総理は、消費者庁で有識者懇談会を開いて消費者法全体の見直しを進めており、検討範囲が

広く関係者も多いことから相応の時間を有するとは聞いているが、河野大臣のもと最大限のスピー
ド感で取り組むことを約束しました。
次に、新法の「被害者救済法案」という通称について質問。一般に「被害者救済」と聞けば、こ

れまでの旧統一教会問題による被害者を救うための法案と受け止め、自分には関係ないと考える方
がほとんどです。しかし、この新法は旧統一教会に限らず悪質な寄附勧誘全般を規制する、言わば
「悪質寄付勧誘防止法」で、専門家でない人にもわかりやすく伝える一層の努力が政府にも必要で
す。前日の河野大臣への質疑では意図があまり伝わらなかったため、改めて総理の認識を問いまし
た。
岸田総理は、実態をしっかり説明して被害救済に道筋をつけるため、説明責任を果たしていくと

答弁。あわせて河野大臣からも、ようやく意図を理解できたと答弁がありました。
続いて、昨日の参考人質疑で指摘のあった、「宗教」というだけで警察や行政が取り合ってくれ

ないとの問題について警察庁に質問。カスハラ問題、ストーカー問題などにも共通しますが、直ち
に法に触れなくても被害を未然に防ぐ、エスカレートを防ぐことが重要です。
警察庁は、宗教を理由に消極的な対応はしないこと、相談内容の解決に資する案内につとめること
などを都道府県警に通達しており、直ちに刑法違反とは言えない場合でも適切な相談窓口を教示す
るなど対応に努める旨答弁しました。
夕方、本会議で会派を代表して賛成の立場で討論に立ちました。法案は賛成多数で可決され、公

布20日後に施行されますが、新しいルールを社会の中で運用しきちんと機能させていくここからが
肝心です。また、2年後の見直し規定もあり、運用状況を見ながらすぐにも次の改正に向けて議論が
始まっていくことになります。現場の実態に即したルールづくりとなるよう、引き続き取り組んで
いきます。
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